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国は
・ 教育の画一化を招きかねないような類型的な枠組み等の施策を導入するの
ではなく、それぞれの大学の独自性を活かす方向でサポートすべきである。

イノベーション人材の育成
私大連『未来を先導する私立大学の将来像（平成30年４月）』から

【大学が育成すべき能力】

１．人間としてのあり方を常に問う主体的で洞察力に富んだ思考力

２．ＡＩによる代替が不可能な分野で新たな職能を深めることのできる柔軟な能力
３．歴史と現在、変わるものと変わらぬものを知った上で、今日と未来の変化を理解する
能力

４．地域（世界における日本、日本における各地域）を熟知し、日本及び地域が持ってい
る資源を活用し、その独自性を表現する能力

私立大学は

・ それぞれの建学の精神による多様な教育研究、日本や地域の特色や資源を
活用した独自性のある教育研究を推進しなくてはならない。

・ 多様で個性的な取り組みによって大学改革を推進し、多様性と特色を活か
したカリキュラムを編成することによって、その独自性を先鋭化させていく
必要がある。
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学修成果の把握・可視化
私大連教育研究委員会

『私立大学における教育の質向上に関する取り組み～学習成果の可視化による大学教育の質保証～
（平成31年３月）』から
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定員管理の厳格化と大学教育の質保証
私大連「定員管理に関する意見－多様で柔軟な教育プログラムを推進する合理的な定員管理－（平成３１年３月）」

先ごろ、中央教育審議会大学分科会将来構想部会において
『2040年に向けた高等教育のグランドデザイン』が答申され、
多様で柔軟な教育プログラムを推奨するため、文理横断や学
修の幅を広げる教育について「『学部、研究科等の組織の枠
を越えた学位プログラム』を新たな類型として設置を可能と
する」等の提案が示されました。
新しい時代に適合した教育システムや教育内容の創設が求

められている現在、時代に合った学部等の再編を可能とする
抜本的な大学設置基準の見直しが必要です。また、それに伴
い定員管理の方法についても、より合理的な施策を講じるこ
とが求められます。
私立大学については、平成28年度以降、教育研究にふさわし
い環境の確保及び地方創生の観点により、定員管理の厳格化
が進められていますが、この目的が達成できているかという
検証とともに、入学定員の厳格化を進めるための規制強化そ
れ自体が、“入りにくいが卒業しやすい”というわが国の大
学の欠点を維持・拡大させるのではないかなど、本質的な議
論がなされるべきであると考えます。
また、平成31年度以降の私学助成における入学定員充足率

の不交付基準が平成30年度と同様とされたものの、入学定員
を厳密に管理するために数次にわたり合格者決定が行われ、
合格者の最終決定に至る期間が長期化することによって、入
学希望者に経済的かつ心理的な負担を与えている実態を見過
ごすことはできません。
私立大学は、教育研究にふさわしい環境の確保のための在

学学生数の適正な管理に努めることの必要性を認識し、その
実現に努めています。多様で柔軟な教育プログラムを可能と
し、更なる教育研究の大胆な改革・改編等を推進するため、
以下の通り、喫緊の課題として定員管理に関する規制の見直
しを求めます。

記

○ 大学等の設置等に係る認可事業や大学教育再生戦略推進
費をはじめとするいわゆる競争的資金と呼ばれる補助金事
業において、「学部ごとの入学定員超過率」が申請要件の
一つとなっている。この要件は、事業の趣旨とは関係のな
い基準の導入であり、とりわけ私立大学に大きく影響を及
ぼす要件である。公正な国公私立大学間の競争環境整備を
支援するものとは言えないため、撤廃すべきである。

○ 様々な高等教育政策において「入学定員超過率」に着目
した定員管理の施策が示されている。その一方でこの考え
は、出口管理の観点から離れ、入学したすべての学生が４
年間で順調に卒業するという前提で設定されたものとも言
え、教育の質保証において合理性に欠ける。また、このよ
うな設定は、学生が自己都合等により退学した際の収入減
を補う手立てを持ち得ない私立大学の経営に与える影響が
極めて大きい。「入学定員」から「収容定員」に着目した
基準への転換など、新しい発想による改善が図られるべき
である。

○ 2020 年に導入される大学入学共通テストをはじめ各大
学は入試改革に乗り出しており、今後より一層、学部ごと
の志願率、受験率、合格率や歩留まり率の予測は困難に
なってくる。また、学問の多様化が進展し文理横断が進む
中においては、定員管理を「学部単位の入学定員」ではな
く「大学単位の収容定員」で行うこと、または単年度では
なく複数年度の平均値で管理することが現実的であり、現
実の必要性に応じた柔軟性を持たせるべきである。
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情報公開 財源の多様化

財源の多様化情報公開

私大連各種報告書から
【対外的政策提言】

１．規制改革、公財政支出にかかるイコール・フッティング

高等教育分野における規制改革の
あり方及び国立大学の「独立行政
法人」化に対する私立大学の対応
方策

2002年
３月

規制改革、情報公開、国立大学の独立行政法人化、公財政支出、セーフティネッ
ト

高等教育機関改革の必要性とイ
コール・フッティング（競争条件
の整備・競争機会の均等）形成―
真の公正・有効な市場原理導入の
ために―

2004年
３月

高等教育機関（国立大学、株式会社立大学）との競争環境の整備と競争条件の均
等化、経営自立化のための規制改革（学部・学科の設置等の自由化、大学設置基
準関係の規制緩和、各種経費規制の改革）、寄付税制、学校債、私学助成、ガバ
ナンス強化、財務体質の改善、学生サービスの徹底、危機管理体制の充実

私立大学改革の一層の推進
2005年
３月

規制改革（準則主義に基づく届出化、包括的数量・金額規制の緩和、自己所有原
則の緩和）、税財政改革（学校債、寄付税制、ＴＬＯ税制、国私間格差是正）、
国私間の適切な競争環境の整備、学納金のあり方、学生の身分・学籍管理等に関
するセーフティ・ネット、競争・評価制度の導入と「教授会自治」改革

「官から民への転換」を目指す高
等教育改革―私立大学の一層の活
性化のために―

2006年
３月

学校法人の積極的な位置づけ（官から民への徹底）、規制改革、税財政改革、
ファンディング・システムの構築、大学間協力・連携

私立大学の持続的発展のために
2007年
３月

公財政支出にかかる教育への低位性・高等教育への歪み、規制改革、学校法人の
一部分離・譲渡と私立学校法の改正、税財政改革、アカウンタビリティとその評
価制度、官と民の役割、公正・有効な競争環境の整備）

わが国の大学教育水準の飛躍的向
上のために―公財政構造の改革

2008年
３月

公財政支出の問題点とそのあり方、イコール・フッティング（フロー面、ストッ
ク面、奨学金政策等）、税制改革（寄付、教育費所得控除）、規制改革、教育の
質保障

２．学校法人会計基準

新たな学校法人会計基準の確立に
向けて［Ⅰ］学校法人会計基準へ
の提言

2002年
３月

基本金の再検討、「キャッシュ・フロー計算書」の導入、附属明細表の拡充、

新たな学校法人会計基準の確立を
目指して―外部報告の充実のため
に―

2007年
６月

学校法人会計基準見直しの必要性、見直し提案（消費収支計算書から正味財産増
減計算書へ、資金収支計算書からキャッシュ・フロー計算書へ）、公益法人会計
基準・国立大学法人会計基準との比較）

【会員法人向け提言】

１．経営リスクマネジメント、経営・財務モデル、ガバナンス、内部統制

学校法人の経営困難回避策とクラ
イシスマネジメント

2002年
３月

危機回避のための予防策（理事選任、ガバナンスとアカウンタビリティと監事、
内部監査機構、外部資金導入、固定費を変動費へ、単位互換と連合、経営困難へ
のプロセス、経営状況チェックのための判定指標、設置者変更・合併、合併マ
ニュアル、学生の身分・学籍にかかるセーフティネット、破綻学校法人の法的処
理策

自律性の確立と自己改革―『学校
法人の経営困難回避策とクライシ
ス・マネジメント』各論―

2003年
３月

卒業生・在学生の「学籍・成績」にかかるデータ管理、破綻大学からの学生受け
入れマニュアル、ガバナンス、内部監査システム、アドバイザリーボード、外部
資金導入とその運用、アウトソーシング

学校法人の合併と経営破綻した大
学の学生への支援策

2003年
３月

学校法人の合併と譲渡、組織的支援（大学間連携）、財政的（補助金の特例措
置）、教学的支援（編入学・転学の入学試験の実施

経営分析分科会「審議のまとめ」
2005年
３月

学校法人の経営困難へのプロセス、経営困難の財務的アプローチ（活動区分別資
金収支計算書に基づく分析）、財務分析上のチェックポイント（納付金収入、人
件費、教育研究経費等）、経営困窮のチェックポイント、環境変化に対応する財
政モデル、経営困窮の基準、財政悪化のフローチャート、経営改善へ向けた
チェックポイント（人件費、経費削減、学納金（学生数）の確保、手数料（志願
者数）の確保、施設設備関係支出等）

私立大学の戦略的経営・財政シス
テム改革―多様な経営・財務モデ
ルの構築に向けて―

2007年
11月

持続可能な経営・財務モデル策定に向けた基本的な考え方（ＵＳＲ、民間企業損
益との対比、学校法人会計基準の合理的意味）、持続可能な経営・財務モデルの
基本構成と戦略的目標基準、持続可能収支モデルにおける戦略的目標基準の設定
（収入政策、支出政策、経営・財政基盤強化の戦略課題）、財務構造（Ｂ／Ｓ）
モデルの戦略的目標基準

経営の自己責任とリスクマネジメ
ント―経営破綻を避けるために―

2007年
11月

理事会の役割と責任（経営戦略思考、リスクマネジメント及び内部統制）、経営
破綻へのプロセス（経営破綻に至るプロセスのフローチャート、キャッシュ・フ
ローに見る初期段階の経営困難のプロセス、経営困窮（財務内容の悪化）の基準、
財政悪化のフローチャート、経営破綻への対応（在学生の就学機会の確保、情報
開示、アカウンタビリティ、コンプライアンス）、経営破綻の回避・経営再生支
援・破綻処理を円滑に進めるための法的整備、法人合併の法的規制緩和と手続き
の簡素化、設置単位の譲渡と法人分離、学校法人の合併・設置単位の譲渡及び法
人の分離の明示

学校法人における内部統制の整
備・充実

2009年
３月

理事会と理事長等の職務執行責任、学校法人における内部統制の整備充実（統制
環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ＩＴ（情報
技術）への対応）、ガバナンスやリスクマネジメントと内部統制の関係性、内部
統制の事例

学校法人経営の充実・強化に向け
て

2010年
３月

私立大学における志願者及び入学者の動向、私大連加盟大学における入学定員充
足に係る現状、訪問大学ヒアリング（インタビュー）の概要－問題の抽出と課題
の設定、課題への取組内容

学校法人における戦略的な寄付募
集事業推進のために

2013年
３月

寄付金募集にかかる加盟大学の現状（経常的な寄付募集事業、推進部署の設置、
事業報告書等への記載、大学情報の公表、卒業生からの寄付、事業の達成度、新
たな取り組みとその効果、好事例、今後の課題）、寄付金募集事業推進に向けて
の今後の課題、提言の論点整理（寄付金収入の実態、増えてこなかった理由、問
題の所在、環境変化、理事会の認識、幸福度、寄付者の共感、具体的なアドバイ
ス）

直面する経営課題と大学法人経営
の充実・強化－建学の理念、規模、
地域等による違いを踏まえた取り
組みのために－

2014年
３月

大学法人経営の充実・強化（教学支援～建学の理念の実現と社会の私立大学に対
する期待、競争的環境への早急な対応、財務基盤の強化、経営破綻の回避）、大
学法人経営のあり方（仕組み）（組織力〔ガバナンスの整備、理事会の役割、業
務組織の役割、経営組織と教学組織の関係、組織を担うヒトの重要性〕、経営力
〔中長期計画策定に基づいた経営資源の適切な配分と管理、職務執行の質保証〕、
コミュニケーション力〔社会との双方向性を持った情報開示、社会との対話
力〕）、国の高等教育政策、ガバナンス、直面する経営課題（リスクの識別・分
類、要因とその影響、経営資源の観点に立った経営課題への取り組みのケースス
タディ）
※大学法人が現在直面している経営課題の包括的な洗い出し、規模、地域等の異

なる架空の大学における課題と、課題に取り組む際の優先順位を付したケー
ススタディの提示

「経営資源の観点に立った経営課
題の設定とその取組状況にかかる
アンケ
ート」集計結果

2015年
３月

※前年度に提示した経営課題に対する会員法人の取り組みの現状、規模、地域等
のグループごとの“対応済度”や“対応必要認識度”のおおまかな傾向の提
示

多様性あふれる私立大学の多様な
経営課題と多様な取組方策集

2016年
３月

※2013年度のケーススタディと2014年度のアンケート集計結果等の融合に基づい
た「他大学においても参考となり得る事例集」

のとりまとめ

私立大学経営における将来計画の
現状と分析～学校法人の将来計画
（中期・長期計画）にかかるアン
ケートより～

2017年
12月

将来計画の概要（将来計画の策定状況、将来計画の設定期間等、将来計画策定時
に重視した要因）、中期計画のＰＤＣＡサイクル（多様な視点を取り入れる工夫、
中期計画策定の効果、中期計画の達成状況の評価及び組織、評価結果の反映状
況）、中期計画の社会への公表状況

２．財政情報開示、アカウンタビリティ

新たな学校法人会計基準の確立に
向けて［Ⅱ］学校法人財政情報開
示への提言

2002年
３月

開示基準、学校法人財政情報開示基準

私立大学における情報の開示
2004年
５月

情報開示の意義・必要性・目的・制度の枠組み、情報開示項目

私立大学のアカウンタビリティ
2007年
６月

財政情報開示の意義・あり方、取り組むべき諸課題と新しいガイドライン、事業
計画・実績の報告・事業報告書、事業計画・事業報告書の作成例

私立大学としてのアカウンタビリ
ティの基本方針

2009年
３月

アカウンタビリティ（ガバナンス、教育研究体制、社会貢献、経営）のあり方と
そのガイドライン

事業報告書の意義とWebの活用に
関する提言

2013年
４月

大学情報の公表にかかる審議会の動向と法令の改正、事業報告書の位置づけの変
化、事業報告書に関する記載事項の整理、事業報告書にかかる会員法人アンケー
ト、情報公開における中核的手段としての事業報告書、情報公開における有効な
情報提供手段としてのWeb
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成長 （生産） ＝ 一人一人の生産性 × 労働力人口

（我が国の一人当たりＧＤＰ）

世界第２位→第２２位

（生産年齢人口予測）

約８千万人→約４千万人
（2060）（2016）

（我が国の労働生産性）

Ｇ７の中で最下位

（2015）
（我が国の労働力率）

59.3% （米国 62.5%）
（2013）

（2016）（1993）

＜現在＞

総数 ０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上

人口 1億2,730万人 1,639万人 7,901万人 3,190万人

割合 － 12.9% 62.1% 25.1%

人口構造(2013)

総数 ０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上

人口 8,674万人 791万人 4,418万人 3,464万人

割合 － 9.1% 50.9% 39.9%

＜予測される2060年の姿＞

全世界ＧＤＰに占める各国ＧＤＰ(2011）

出典：人口構造（2013） 総務省統計局統計調査部「人口推計」（2014）、 人口構造（2060） 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口推計」（2012）
全世界ＧＤＰに占める各国ＧＤＰ OECD「Looking to 2060」（２０１２）

人口構造(2060)

● 少子化・高齢化の進展及びそれに伴う経済成長の鈍化等により、社会保障制度の存続が困難となり、結果、格差が

更に拡大するなど、「成長し続け、安全で安心して暮らせる社会」 「一人一人の豊かな人生」のいずれも実現しないおそれ
がある。

日本 米国
ユーロ
圏

他の
OECD
諸国

中国 インド その他

6.7% 22.7% 17.1% 18.2% 17.0% 6.6% 11.7%

日本 米国
ユーロ
圏

他の
OECD
諸国

中国 インド その他

3.2% 16.3% 8.8% 14.0% 27.8% 18.2% 11.7%

全世界ＧＤＰに占める各国ＧＤＰ(2060)

少子化・高齢化が進展する我が国の状況
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◆理想の子供数を持たない理由

出典：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調査」（2010）

◆子育てにかかる経済的な負担として大きいと思われるもの

出典：内閣府「子ども・子育てビジョンに係る点検・評価のための指標調査報告書」（2013）

● 一夫婦数当たりの理想子供数は2.42人であるのに対し、最終的な平均出生数は1.96人にとどまっており
（※）、最大の理由は、子育てや教育にお金がかかりすぎることが理由としてあげられている。

（※）出典：国立社会保障・人口問題研究所「第14回出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調査」（2010）

教育費負担と少子化
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日本

世界計
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合計特殊出生率 普通出生率 線形 (合計特殊出生率) 線形 (普通出生率)

合

計

特

殊

出

生

率

普

通

出

生

率

合計特殊出生率：女性1人が一生で出産する子供の平均数（2015年，世界銀行）
普通出生率：人口1000人当たり（年央推計値）の年間出生数（2015年，世界銀行）
政府支出に占める公的教育費割合（大学生）：政府総支出に対する大学生（Tertiary Education）の公的教育費の割合（2015年，OECD）

政府支出に占める公的教育費割合（大学生）

Ｇ２０＋ＯＥＣＤにおける出生率と政府支出に占める公的教育費の割合（大学生）

● 「政府総支出に対する大学生の公的教育費の割合」と「合計特殊出生率」「普通出生率」の間には一定の
相関関係がある。
● 日本の高等教育に対する公財政支出の低位性は少子化に影響を与えている。
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● 大学生一人当たりの公的教育支出が高ければ労働生産性が高いという正の相関関係がある。
● 日本は、大学生一人当たり公的教育支出は、Ｇ７（データのないカナダを除く）において最低水準であり、
労働生産性向上のためには公的教育支出の拡充が必要である。
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（単位：万円）
● 私立大学は政府による財政負担（費用）の10.1倍の便益を政府にもたらしているとの試算がある（国立大学は1.9倍）。
● さらに、家計による負担（費用）と、政府による負担（費用）と、それにより得られる受益（便益）の関係性を収益率法に
より試算した結果によると、私立大学は、財政的収益率（9.6％）＞社会的収益率（6.7％）＞私的収益率（6.4％）となり、個
人に帰属する便益よりも 政府に帰属する便益のほうが大きい。国立大学は、私的収益率（7.4％）＞社会的収益率
（6.0％）＞財政的収益率（2.3％）である。

※１ 直接費用：学生一人当たりの国庫補助投入額 ※２機会費用：高卒者の４年間の所得から推計した税収入
※ （参考）は、便益／費用の単純な倍率

出典：『大学の条件』（2015）矢野眞和著より

【 国私別の費用（４年間）と便益（男子／65歳まで：割引率ゼロ）】

【３つの内部収益率 】

私的収益率：家計の費用負担額と税引き後の生涯便益の関係

財政的収益率：政府の費用負担額と税収入額の増加による生涯税便益の関係

社会的収益率：家計と政府の費用総計額と税引き前の生涯便益の関係

私立大学の社会的便益
～私立大学の経済的・社会的効果～

～

国立大学 私立大学

家計 政府 計 家計 政府 計

直接費用 ※１ 216 600 816 480 60 540

機会費用 ※２ 977 65 1,042 977 65 1,042

便益 7,122 1,258 8,380 7,122 1,258 8,380

（参考） 6.0倍 1.9倍 4.9倍 10.1倍

国立大学 私立大学

私的収益率 7.0 6.4

財政的収益率 2.3 9.6

社会的収益率 6.0 6.7

（単位：％）
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私立大学の社会的便益
～国家試験等合格者、オリンピック入賞者等の国公私比較～

● 国家試験等の合格者、オリンピック等においても、私立大学はわが国の社会に大きく貢献している。

398 
11 

417 
11,927 

1,232 

4,571 
2,487 

5,576 
2,317 

2,507 
424 

3,432 
1,050 

43 
103 

30 

619 
475 

8,050 
5,548 
1,308 

2,930 
1,345 

8,703 
11,513 

3,318 
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1,535 
274 

232 
0 

707 
423 

822 
30 
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133 
61
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15 

44 
60 
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665 
166 
772 

96 
236 

3,743 
1,872 

95 
256 

26 
85 

125 
98 
1 
13 
72 

491 
36 

35
42

32

①国会議員
②知事
③市長

④上場会社役員数
⑤上場会社トップ数

⑥保育士採用者
⑦幼稚園教員採用者
⑧小学校教員採用者
⑨中学校教員採用者

⑩高等学校教員採用者
⑪特別支援学校教員採用者

⑫警察官採用者
⑬消防士採用者

⑭平昌五輪入賞者
⑮リオデジャネイロ五輪入賞者

⑯ソチ五輪入賞者

⑰司法試験合格者
⑱国家公務員総合職試験合格者
⑲管理栄養士国家試験合格者
⑳社会福祉士国家試験合格者

㉑精神保健福祉士国会試験合格者
㉒医師国家試験合格者

㉓歯科医師国家試験合格者
㉔薬剤師国家試験合格者
㉕看護師国家試験合格者
㉖保健師国家試験合格者

㉗理学療法士国家試験合格者
㉘作業療法士国家試験合格者
㉙言語聴覚士国家試験合格者

㉚臨床検査技師国家試験合格者
㉛診療放射線技師国家試験合格者

㉜一級建築士国家試験合格者
㉝外務省専門職試験合格者

㉞自衛官採用者
㉟技術士国家試験合格者

私立大学 国立大学 公立大学 その他

出典 ①～③：「2019 大学ランキング」〔朝日新聞出版〕 ④～⑤：「役員四季報（2018年版）」〔東洋経済〕
⑭～⑯：（公財）日本オリンピック委員会Webサイトに基づき作成 ⑥～⑬、⑰～㉟：「大学ランキング」（2015～2017）〔朝日新聞出版〕
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大学進学率の趨勢

進学率国公私合計
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18歳人口 合計 大学入学者数 国公私 合計 大学入学者数 私立 合計
大学入学者数 国立 合計 大学入学者数 公立 合計 進学率 国公私 合計
進学率 私立 男 進学率 私立 女 進学率 国立 男
進学率 国立 女 進学率 公立 男 進学率 公立 女

１８歳人口、大学入学数並びに進学率の推移（私国公別）

（人）

（出典） “18歳人口”は「高等教育統計データ集［第三版］（広島大学高等教育研究開発センター）」の「進学該当年齢人口（全国、男女別）」、“大
学入学者数”は学校基本調査に基づき作成。

● 私立大学は、わが国の高等教育進学に貢献し、とりわけ女子の大学進学を支えてきた。
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高等教育費負担に係る国際比較
～高等教育機関に係る学生一人当たりの公財政支出～

● 学生数の約８割を占める私立大学の学生一人当たりの公財政支出は、わずか16万円で最下位である。
● 国立大学の学生一人当たりの公財政支出は202万円で、世界最高水準を維持。
● 国私間格差は約13倍となる。
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学生一人当たり公財政支出の国際比較［OECD各国：高等教育機関］（2014年）

出典：OECD「図表でみる教育」OECDインディケータ（2017年版）より作成（2014年データ）
※OECDは、日本の公的・私的教育機関別の学生一人当たり公財政支出は公表していない。そのため、国立大学については、各法人の『財務諸表付属明細書』
（平成27年度）における「運営費交付金債務」「運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細（施設費の明細・補助金等の明細）」を合計し作成、私立大
学については、『今日の私学財政（大学・短期大学編）』（平成28年度）「大学法人」の「事業活動収支計算書（大学部門）」の「経常費等補助金」と「施
設設備補助金」の合計から「地方公共団体補助金」を除いて作成。

※OECDのデータは各国通貨による算定結果を購買力平価（PPP）で米ドル換算したものであり、その額に日本のPPPレート(102.47円)を掛けて円に換算した。
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%

高等教育費負担に係る国際比較
～高等教育段階に係る教育支出の公私負担割合～

● ＯＥＣＤにおける日本の評価は、家計負担に依存する学生支援体制が未整備な国である。
● とりわけ私立大学は、国の支援が１割と薄く家計負担割合が８割を占めている。
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● 研究経費を度外視しても、国立大学生は、53万円を納付して255万円相当の教育を受けている。
● 私立大学生は、122万円の学納金に対して138万円相当の教育しか受けていない。更に、私立大学生の家庭は国立
大生に対する公財政支出の一部を負担しており、納税者間に著しい不平等が存在している。

国私間格差の現状～公財政支出、教育費負担

出典：“学生数” は、学校基本調査による。
“政府負担” は、私立大学については、『今日の私学財政（大学・短期大学編）』（平成28年度）「大学法人」の「事業活動収支計算書（大学部門）」の「経常
費等補助金」と「施設設備補助金」の合計から「地方公共団体補助金」を除いて作成。国立大学については、各法人の『財務諸表付属明細書』（平成27年度）に
おける「運営費交付金債務」「運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細（施設費の明細・補助金等の明細）」を合計し作成。
“家計負担”は、私立大学については、日本私立大学団体連合会調査による。国立大学については、標準授業料額。
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学生を取り巻く家計の現状

● 国立大学生の家庭の年間平均収入額（839万円）は、私大生のそれ（826万円）を上回っている。受験準備のための
経費負担能力の差が反映しているものと推測される。
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CRUMP2006年調査 2012年高卒者保護者調査

私立大学進学率 400万円以下 20.4％
1,050万円以上 42.5％
国公立大学進学率 400万円以下 7.4％
1,050万円以上 20.4％

私立大学進学率 400万円以下 23.6％
1,000万円以上 49.7％
国公立大学進学率 400万円以下 9.2％
1,050万円以上 12.0％

文部科学省科学研究費基盤（B）「教育費負担と学生に対
する経済的支援のあり方に関する実証研究」（小林雅之
研究代表）、サンプル数は、1,064

学術創成科研（金子元久研究代表） 東京大学・大
学経営・政策センター（ＣＲＵＭＰ）、サンプル数
は4,000

私立大学進学率には大きな格差、国公立大学進学率の格差は拡大

● 年収400万円以下の層の進学率は、国立大学より私立大学のほうが高い（20.4%）。
● 年収1,000万円以上の層の進学率は、国公立大学が増加（12.0%→20.4%）。

所得階層別高卒者の進路比較（2006年と2012年）
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122万円

54万円

約70万円の差

私立大学と国立大学の授業料の差

● 国費で維持されている国立大学と異なり、私立大学
の「授業料」（約122万円）には、「施設設備費」（約20
万円）や「実験・実習・体育費」「教育充実費」（約15万
円）等が含まれる。

● 私立大学と国立大学の授業料の差額（約70万円）
は、国が国立大学生にその差額相当分の給付奨学
金を措置していることにほかならない。

出典：私立大学の授業料については、日本私立大学団体連合会
「学生納付金等調査（平成28年度入学生）」より作成

（平均）

文科系 99万円

理工科系 137万円

医歯科系 520万円

薬科系 185万円

その他系 118万円

国私間格差の現状～教育費負担
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● 「授業料減免制度」においては、私立大学は学生数約
210万人のうち約3.8万人（1.8%［平成26年度実績］）、国
立大学は学生総数約61万人のうち延べ人数で約18.1万
人（29.6%［平成26年度実績］）の学生が免除されている。

● 私立大学の授業料減免制度の予算額は、国立大学よ
り少なく、支援対象となっている学生数は国立大学生よ
り少ない。

授業料減免を受けている学生の割合（2014年）

出典：『平成28年度今日の私学財政（大学・短期大学編）』（平成27年度資金収支計算書）等をもとに作成
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● 奨学金を必要としない学生の割合 私立大学生 ＜ 国立大学生
● 授業料減免を全額受けた学生の割合 私立大学生 ＜ 国立大学生（その差約３倍）
● 授業料減免を半額以上受けた学生の割合 私立大学生 ＜ 国立大学生（その差約２倍）
● 授業料減免制度のない大学の学生の割合 私立大学生 ＞ 国立大学生（その差約15倍）

国私間格差の現状
～奨学金、授業料減免の現状～
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各年度の貸与終了者に占める次年度末時点で延滞３月以上の者の比率：国・公・私立大学（学部） 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

1.8％ 1.6％ 1.5％ 1.4％ 1.3％ 

過去５年間の貸与終了者に占める各年度末時点で３月以上延滞している者の比率：国・公・私立大

学（学部） 

   平成25年度末時点 平成26年度末時点 

   1.7％ 1.4％ 

 

 私立 国立 格差 

【公財政支出】 平成26年度 

学生一人当たり公財政支出 17万円 218万円 12.8倍 

【授業料減免】 平成26年度実績 

学生数  （Ａ） 209.5万人 61.3万人  

対象者人数（Ｂ） 3.8万人 18.1万人  

学生数（Ａ）／対象者人数（Ｂ） 55.1人 3.4人 
16.2倍 

対象者人数（Ｂ）／学生数（Ａ） 1.8％ 29.6％ 

【奨学金】 平成27年度実績 

学生数 （Ｄ） 210.1万人 61.1万人  

＜無利子＞ 

貸与人員（Ｅ） 25.4万人 11.6万人  

貸与金額（Ｆ） 1,694億円 772億円  

学生数（Ｄ）／貸与人員（Ｅ） 8.3人 5.2人 
1.6倍 

貸与人員（Ｅ）／学生数（Ｄ） 12.1％ 19.0％ 

貸与金額（Ｆ）／貸与人員（Ｅ） 66.6万円 66.3万円 1.0倍 

貸与金額（Ｆ）／学生数（Ｄ） 8.1万円 12.6万円 1.6倍 

＜有利子＞ 

貸与人員（Ｇ） 52.2万人 8.8万人 ― 

貸与金額（Ｈ） 4,680億円 679億円 ― 

学生数（Ｄ）／貸与人員（Ｇ） 4.0人 6.9人 
0.6倍 

貸与人員（Ｇ）／学生数（Ｄ） 24.8％ 14.4％ 

貸与金額（Ｈ）／貸与人員（Ｇ） 89.6万円 76.9万円 0.9倍 

貸与金額（Ｈ）／学生数（Ｄ） 22.3万円 11.1万円 0.5倍 

  ※学生数には大学院を含む。 

国私間格差の現状
～奨学金の現状（平成22～26年度）～
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学生の修学支援等（国私間格差）の現状（平成27年度） 

 私立大学 国立大学 私大＋国大 
国大／私大 

(格差) 

【学生一人当たり】 
受益額（経常的経費〔診療経費除く〕） 152万円 323万円 190万円 2.0倍 

公財政 

支出 

投入額 

経常費補助金、運営費交付金 15万円 197万円 56万円 13.1倍 

（授業料減免）※上記の外数 0.4万円 5.0万円 1万円 12.5倍 

合計 16万円 202万円 57万円 12.6倍 

家計負担【年間授業料納付額】 122万円 54万円 107万円 0.4倍 

【総額】 
経常的経費（診療経費除く） 32,000億円 19,400億円 51,400億円 ― 

公財政 

支 出 

投入額 

経常費補助金、運営費交付金 3,215億円 11,824億円 15,039億円 ― 

（授業料減免）※上記の外数 85億円 307億円 392億円 ― 

合 計 3,300億円 12,131億円 15,431億円 ― 

家計【年間授業料納付額】 25,620億円 3,240億円 28,860億円 ― 

     

学生数（大学院等含む） 210万人 60万人 270万人 ― 

教員一人当たり学生数 

本務教員 20人 9人 ― 0.5倍 

兼務教員 15人 15人 ― 1.0倍 

計 15人 8人 ― 0.5倍 

職員一人当たり学生数 
本務職員 15人 8人 ― 0.5倍 

本務職員（医療系除く） 33人 17人 ― 0.5倍 

教員（本務＋兼務）一人当たり人件費 478万円 458万円  1.0倍 

職員    一人当たり人件費 339万円 230万円  0.7倍 

学生一人当たり教員（本務＋兼務）人件費 56万円 79万円  1.4倍 

学生一人当たり職員    人件費 23万円 29万円  1.3倍 

家庭年間平均収入 826万円 839万円  1.0倍 

※「経常的経費」は、日本私立学校振興・共済事業団及び国立大学協会公表資料による（会計基準が異なる）。 

 「公財政支出投入額」は平成27年度決算資料からの推計。各数値とも端数処理の関係から合計が一致しないことがある。 
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高等教育の無償化に関する課題

● 高等教育の無償化は国立大学と私立大学の格差を固定化する可能性があり、授業料の高い学部によっては
現行の授業料減免措置と比して改悪となる。
● これまでの私立大学等経常費補助金による“分厚い中間層”への支援の維持・拡充が不可欠である。

 

 
 

【高等教育の無償化導入後】 

例）A大学理工学部の場合（授業料約 160万円） 

制 度 授業料減免  高等教育の無償化 

年収要件 ～841 万円  
0～270 万

円 
～300 万円 ～380 万円 

国からの支援

額 
80 万円  70万円 47万円 23万円 

大学の負担額 80 万円  90 万円 113 万円 137 万円 

※高等教育の無償化が導入され、その対象範囲（年収380万円まで）の支援が現行の授業料

減免制度から除外された場合、授業料の高い学部によっては、国の支援が低くなり、大学の

負担が増すことになる。 

 
支援 

なし 

無償化は70万円補助、授業料減免は1/2補

助。授業料の高い学部によっては改悪になる 
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平成29年12月

日本私立大学団体連合会

納税者間の不平等の是正

◯ 教育支出の公私負担割合に係る公費負担の低位性

◯ 教育支出の公私負担割合に係る国私間格差

◯ 学生一人当たり公財政支出に係る国私間格差（13倍）

「人づくり」を支える高等教育財源のあり方

─学生修学支援の新たなスキーム「高等教育機会均等拠出金制度」創設に向けて─

取り組むべき課題

家計負担依存からの脱却

◯ 私立大学に通う学生の家計負担割合の低減

◯ 公財政支出に係る不合理で不公平な

国私間格差の是正方策の具体化

◯ 少子高齢化、産業構造の変化、グローバル化、Society5.0等新たな社会 → 人材投資の充実が不可欠
◯ 高等教育への人的資本投資の有用性 → 私立は10倍（国立は２倍）の投資効果

◯ 私立大学への公財政支出の低位性 → OECD諸国で極めて低水準

（学費が高額で学生支援体制が未整備）

◯ 家計所得による大学進学率の格差の存在 → 家計負担依存からの脱却と

大学進学の機会均等の施策が急務

背景・課題

提言（概要）

Ⅰ 私立大学等経常費補助金等の大幅な拡充

○消費税の一部を財源とし、経常的経費の２分の１補助（約1兆6,000億円）の実現によって、国私間の格差を是正する。

Ⅱ 家計負担割合の低減＝学生修学支援の新たなスキーム（「高等教育機会均等拠出金」制度の創設）の構築

○学費の２割を在学中に支払い、残り８割を卒業後、源泉徴収により社会に還元する。

○経済状況を問わず、全学生を対象とする。

○国私間における家計負担（授業料）を平準化する。

○財源は財政投融資（財投債）を充当する。

○学生支援機構の奨学金を縮小する。 〇経済的に厳しい学生には、別途、給付型奨学金を充実する。

解決すべき課題

家計負担の軽減と納税者間の不平等（国私間格差）の是正を目指して

概 要
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Ver.Ａ（現行の施設設備費等を含む授業料を参考に設置形態ごとに標準授業料を設定し、
私立大学の経常的経費の２分の１を公財政支出により賄う場合）

「学生修学支援の新たなスキーム」の構築により
家計及び個人（学生本人）の負担はどのように変わるのか

現行 スキーム構築後 現行 スキーム構築後 現行 スキーム構築後 現行 スキーム構築後

在学時（家計） 122 18 54 11 121 11 49 11

卒業後（個人） 0 70 0 43 0 43 0 43

合計 122 88 54 54 121 54 49 54

補助金 15 42 197 197 15 42 197 197

授業料減免 0.4 34 5 0 0.4 34 5 0

合計 16 76 202 197 16 76 202 197

家計・個人
負担

公財政支出

授業料減免対象外学生一人当たり

私立大学生 国立大学生

授業料減免対象学生一人当たり

私立大学生 国立大学生

Ver.Ｂ（設置形態を超えて全大学共通の標準授業料を設定し、学生一人当たりの
公財政支出にかかる国私間格差を13倍から２倍に縮減する場合）

現行 スキーム構築後 現行 スキーム構築後 現行 スキーム構築後 現行 スキーム構築後

在学時（家計） 122 19 54 19 121 19 49 19

卒業後（個人） 0 78 0 78 0 53 0 78

合計 122 97 54 97 121 72 49 97

補助金 15 55 197 160 15 55 197 160

授業料減免 0.4 25 5 0 0.4 25 5 0

合計 16 80 202 160 16 80 202 160

家計・個人
負担

公財政支出

授業料減免対象外学生一人当たり

私立大学生 国立大学生

授業料減免対象学生一人当たり

私立大学生 国立大学生

（単位：万円）

（単位：万円）

※「授業料減免対象学生一人当たり」における「家計・個人負担」にかかる金額は、対象学生によって金額が異なることになることから、あくまでも一例。

※「授業料減免対象学生一人当たり」における「家計・個人負担」にかかる金額は、対象学生によって金額が異なることになることから、あくまでも一例。
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１．諸外国に比して、高等教育に対する公財政支出（税金投入）が極めて少ない
公財政支出が最高水準の国立大学 最低水準の私立大学

２．高等教育費に係る家計負担率が極めて高い
公財政支出が最低水準の私立大学に学ぶ学生が圧倒的に多い

３．学生一人当たり公財政支出について、１３倍に上る国私間格差が生じている
【学 生 数】 私立 ： 国立 ＝ ７ ： ２
【公財政支出】 私立 ： 国立 ＝ １ ： 13

４．私立大学は政府に帰属する便益が大きく、国立大学は個人に帰属する便益が大きい
私立大学 財政的収益率（9.6％）＞ 社会的収益率（6.7％）＞ 私的収益率 （6.4％）

国立大学 私的収益率 （7.4％）＞ 社会的収益率（6.0％）＞ 財政的収益率（2.3％）

１．収入の大半が学生生徒等納付金（学納金×人数）である 約７８％

２．支出の過半が人件費（給与×教職員数）である 約５３％

３．教育研究の高度化、細分化により教育研究経費が増加している

４．教育を営むための“装置産業”の一面を有する
ヒト（教職員）、モノ（施設・設備）を揃えたうえでの学生募集

※ここ30年間の学生一人当たり金額の趨勢

教育研究経費 2.6倍 学納金 1.5倍 人件費 1.5倍 補助金 1.0倍

高等教育費にかかる問題点

私立大学の現状 ※法人部門、附属病院及び研究所等を除く
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少子高齢化
(労働生産人口の減少)

経済的格差による教育格差
（負の連鎖）の拡大

Society5.0を支える
人材の多様性の確保

グローバル化や情報化
に伴う国際競争力の衰退

課題
労働生産性の向上

国民の知的水準の底上げ

分厚く、多様性にあふれる中間層の維持（再形成）
≠エリート層の構築

主体的に学び続ける基礎力の涵養

誰もが必要なときに
必要なことを学べる環境の整備

経済成長

方策

私立大学等経常費補助の
大幅な拡充

教育研究の向上

私立大学経営の
健全性の向上

学生の修学上の
経済的な負担軽減

設置形態の違いに依拠しない

個人の能力と経済事情に応じた
きめ細かい修学支援

私費負担依存からの脱却

多様な教育研究活動の
保障・推進

大学進学の機会均等

学生修学支援の新たなスキーム
（高等教育機会均等拠出金制度）の創設

主体的で洞察力に富んだ思考力の育成

問題

労働生産性と正の相関関係のある（学生一人当たり）公的教育支出に係る

不合理な国私間格差の是正、国私間の納税者の不平等の是正

教育研究の
高度化、細分化

による
教育研究経費

の増加

装置産業としての
財政構造の硬直性

収入面での学生納付金
（学納金×人数）依存

(８割弱)
支出面での人件費

（給与×教職員数）占有
（５割強）

ここ30年間の学生一人当たり金額の趨勢
教育研究経費：2.6倍 学納金：1.5倍
人件費：1.5倍 補助金：1.0倍

財政的、社会的、私的な収益の
観点に立った国立大学の

ヒト、モノ、カネの見直し、
授業料の現実適合化の必要性

公財政支出の低位性

家計負担率の高さ 13倍の国私間格差

私的収益率の高い国大
財政的収益率の高い私大

- 26-



私立大学はこれまでも、自由な発想に基づく多様な教育研究のダイ
ナミズムによって、わが国の発展に貢献してきた。その活動の礎は、
私立学校法第１条が「私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重ん
じ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ること
を目的とする」と明記し、私立大学の「特性」と「自主性」の尊重と
ともに、国による規制の制限を法的に保障しているところにある。
このたびの「高等教育の無償化」は、少子化と格差が広がるわが国

において、人々の能力と社会の質を向上させる極めて重要な政策であ
り、この意義ある取組は、今後、教育本来の目的を最大限に活かす形
で着実に進めていく必要がある。
そのような中、他方で、私立大学の「特性」と「自主性」を損なう
ことになりかねない高等教育政策が相次ぎ提示されている。例えば、
高等教育の無償化の意義は大きいものの、国私間における公財政支出
や学生納付金の格差を是正しないままに、これを実施すれば、低所得
者について、国立大学生は無償であるのに対し、私立大学生には年間
50 万円から 450 万円の授業料負担を強いることとなり、国私間格差
がさらに拡大することになりかねない。また、実務家教員や外部理事
の割合による支援対象校の要件は、当該政策の本来の目的に関わりな
い基準の導入であり、自主・自律性に基づく私学の理念を深刻に脅か
すものにしてはならない。
国公私を問わずすべての大学は、教育研究の質を向上させるために

自主的な努力を重ねると同時に、アカデミアで構成される独立した認
証評価機関のピアレビューによって評価を受け、これを大学運営改善
の指針としている。とりわけ私立大学においては、自主性を重んじつ
つ公共性を高めるという私立学校法の精神を遵守しつつ、自主的に学
問研究と教育の質を向上させるべく、客観的な認証評価制度を維持･
発展させてきたのであり、国が別の基準をもって直接に適格認定を行
うことが、この誇るべき伝統を根底から覆しかねないことを強く懸念
する。
さらに、先般、学問の自由や教育を受ける権利に対する重大な制約

となり得る「東京 23区における定員抑制」が立法措置をもって決定
された。また、教育改革として「人材育成の３つの観点（世界を牽引
する人材、高度な教養と専門性を備えた人材、具体的な職業やスキル
を意識した高い実務能力を備えた人材）」により、大学の持つ各機能
を集約し、特色を明確化することが提起され、教育改革や組織運営の
指標として、産業界との連携を強化するために、実務家教員や外部理
事の登用などが要請されている。

このような高等教育政策は、私立大学の自主的な改革の進展を軽視
し、明確な長期的ビジョンがないまま、経済政策に引きずられる形で
断片的に策定されており、その結果、相互の整合性を欠くものになっ
ていると言わざるを得ない。また、これまでは補助金の配分基準等を
通じた間接的な政策誘導を中心としていたものが、より強制的な色彩
を強めつつあり、場合によっては立法措置をもって私立大学の教育研
究活動のあり方を直接に規律するという事態に至っている。このよう
に、一律の基準や強制力を伴った施策によって大学のあり方を直接規
定していこうとする姿勢が、私立大学の建学の精神に基づく自主的な
再編や改革の可能性を制約し、多様な教育研究を画一化し弱体化して
いくものと危惧される。
そこで、私立大学の多様性と活気を保ち、教育研究の質を向上させ

るために、文部科学省に対し、以下について早急な対応を求めたい。

１．いかなる学生を育てるかを目標として定め、その目的に沿ったカリキュ
ラムや教員を構成することは、各私立大学がその特性を発揮する要である。
それぞれの規模と立地と学部構成に応じて、私立大学はその特性を伸ばし
てきた。したがって、国は、私立大学を人材育成の種類によって外から分
類するのではなく、各大学が自ら選択した特性と目標に沿って尽力してい
るかどうかを判断する仕組みを高等教育政策として提案すべきである。

２．これからは多様な能力の組み合わせによる社会の進展が必須であり、高
等教育の無償化は、多様な個々の学生に対する支援であってこそ、未来に
意味を持つこととなる。
まずは、国立大学生と私立大学生との間の異常に大きな公財政支出の格

差と学生納付金の格差是正を検討すべきであり、授業料減免や給付型奨学
金への配分は、大学の設置形態にかかわらず、個人を支援する「個人補
助」として、しっかり位置づけるべきである。

３．東京 23 区に設置する私立大学が、新たな分野の教育研究を発展するた
めに「スクラップ＆ビルド」を進めることは、全国の大学にその先進的な
改革を示す上でも極めて重要である。思い切った再編と改革が可能となる
よう、東京 23 区の定員規制について柔軟な対応をすべきである。また、
第三者機関の設置により、収容定員の増加を伴う学部・学科の新増設の必
要性と合理性を判断した上でこれを認める、などの特例措置を設けるべき
である。

４．私立大学のガバナンスは、公平性、透明性、公正さ、改革のスピードが
重要であることは論じるまでもない。しかしながら、各大学それぞれの歴
史に基づいた方法があり、それを無視して型にはめることは、かえって混
乱をもたらすことになる。ガバナンス・コードの導入を行ったとしても、
Comply （遵守）だけでなく、Explain（説明）によって柔軟に公平性、透
明性、公正さを実現できるような仕組みにしておくべきである。
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